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【 条 例 】 

 

和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１６号 

和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条 

例 

和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成６年条例第４７号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中「７，５６０円」を「７，７０

０円」に改める。 

第６条及び第８条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

第９条中「２７円５０銭」を「２８円３５銭」に、「５７３，０３０円」を「５８６，９０５円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示

された選挙については、なお従前の例による。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

和歌山市小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１７号 

和歌山市小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する条例の一部を改正する条例 
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  和歌山市小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する条例（平成２８年条例第１８号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「医療費支給認定保護者（以下単に「医療費支給認定保護者」を「医療費支給認定保護者又は同項に

規定する医療費支給認定患者（以下「保護者又は成年患者」に、「医療費支給認定保護者が」を「保護者又は成

年患者が」に改める。 

 第２条第１項及び第３条第３項から第５項までの規定中「医療費支給認定保護者」を「保護者又は成年患者」

に改める。 

第４条第１項第１号中「医療費支給認定保護者」を「保護者又は成年患者」に改め、同項第２号中「医療費支

給認定保護者」を「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者（以下「生計維持者」と

いう。）のうち、扶養義務者として日常生活用具の給付に要する費用の一部を負担するもの（以下「費用負担者

」という。）」に改める。 

第５条中「医療費支給認定保護者」を「保護者又は成年患者」に改める。 

第６条第１項中「前条に規定する医療費支給認定保護者は、日常生活用具の給付に要する費用の一部を同条」

を「費用負担者は、第４条第１項第２号に規定する費用の一部を前条」に改め、同条第２項各号列記以外の部分

及び同項第１号ア及びイ以外の部分中「医療費支給認定保護者」を「費用負担者」に改め、同号ア中「医療費支

給認定保護者」を「保護者又は成年患者」に、「小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者」を「生計維持者

」に改め、同項第２号中「医療費支給認定保護者」を「費用負担者」に改め、同号イ中「小児慢性特定疾病児童

等の生計を維持する者」を「生計維持者」に改める。 

第７条第１項中「小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者」を「生計維持者のうちいずれかのもの」に、

「医療費支給認定保護者」を「費用負担者」に改め、同条第２項中「小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する

者」を「生計維持者」に、「医療費支給認定保護者」を「費用負担者」に改め、同条第３項中「医療費支給認定

保護者」を「費用負担者」に改める。 

第８条第１項中「医療費支給認定保護者」を「保護者又は成年患者」に改め、同条第２項中「医療費支給認定

保護者」を「費用負担者」に改める。 

別表第２中「小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者」を「生計維持者」に改め、同表備考に次のように

加える。 

３ 生計維持者のうちに扶養義務者がない場合は、市町村民税が課されている医療費支給認定に係る小児慢

性特定疾病児童等が第４条第１項第２号に規定する費用の一部を負担する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

和歌山市特別償却設備に係る固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１８号 

和歌山市特別償却設備に係る固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例 

和歌山市特別償却設備に係る固定資産税の免除に関する条例（平成２７年条例第５４号）の一部を次のように

改正する。 

第３条中「２年」を「３年」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第３条の規定は、令和４年４月１日以後に新設され、又は増設される設備について

適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。 

（令和４年６月２８日掲示済）  
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 和歌山市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１９号 

和歌山市手数料条例の一部を改正する条例 

 和歌山市手数料条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１９条の３第１項第１号中「長期優良住宅建築等計画」の次に「等」を加え、同号ウ及びエ中「を増築し、

又は改築しようとする場合」を「の場合であって、新築しようとするとき以外のとき」に改め、同項第２号中「

長期優良住宅建築等計画」の次に「等」を加え、同項第３号中「譲受人が」を「譲受人を」に改め、「決定した

とき」の次に「又は当該計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたとき」を加え、同項第４

号中「認定計画実施者」を「長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた者」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、第１９条の３第１項第３号及び第４号の改正規定

は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１９条の３第１項の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料

について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

和歌山市事業再構築支援基金条例を公布する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第２０号 

和歌山市事業再構築支援基金条例 

（設置） 

第１条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の事業者が実施する新分野展開、業態転換、事業再編又

はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築の支援に要する経費の財源に充てるため、和歌山市事業再

構築支援基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、本市に交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財

源とし、２４６，０００，０００円以下とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための必要な経費に充てる場合に限り、処分することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

和歌山市地球温暖化対策基金条例を公布する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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 和歌山市条例第２１号 

和歌山市地球温暖化対策基金条例 

（設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第１５項の規定による認定を受けた和歌山市まち・ひと

・しごと創生推進計画に記載のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業（同法第１３条の２の寄附について同条

の規定による課税の特例の適用があるものに限る。）のうち、地球温暖化対策事業に要する経費の財源に充て

るため、和歌山市地球温暖化対策基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための必要な経費に充てる場合に限り、処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

【 規 則 】 

 

和歌山市小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公

布する。 

  令和４年６月２８日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第３９号 

和歌山市小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する条例施行規則の一部を改正す 

る規則 

和歌山市小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に関する条例施行規則（平成２８年規則第２８号

）の一部を次のように改正する。 

第３条中「小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者（以下「」及び「」という。）」を削る。 

第６条第１項中「医療費支給認定保護者」を「保護者又は成年患者」に改める。 

第８条第１項中「医療費支給認定保護者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具医療費支給認定保護者負担

額免除申請書」を「費用負担者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具費用負担者負担額免除申請書」に改め、

同条第２項中「医療費支給認定保護者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具医療費支給認定保護者負担額免

除申請書（別記様式第８号）」を「費用負担者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具費用負担者負担額免除

申請書」に改め、同条第３項中「医療費支給認定保護者に」を「費用負担者に」に、「小児慢性特定疾病児童等

日常生活用具医療費支給認定保護者負担額免除決定通知書」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具費用負担

者負担額免除決定通知書」に改め、同条第４項中「医療費支給認定保護者に」を「費用負担者に」に、「小児慢

性特定疾病児童等日常生活用具に係る医療費支給認定保護者の負担額を免除しないことの決定に関する通知書」
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 を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具に係る費用負担者の負担額を免除しないことの決定に関する通知書」

に改める。 

別記様式第１号（表面）を次のように改める。 
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申請者が指定事業者に支払う額  

 

費用負担者の氏名  

費用負担者が指定事業者に支払う額  

 

別記様式第２号中「申請者が」を「費用負担者が」に、「医療費支給認定保護者」を「保護者又は成年患者」

に改める。 

別記様式第３号中 

「 

                                                」 

「 

                                                 に、 

 

「医療費支給認定保護者」を「保護者又は成年患者の氏名」に改める。 

 別記様式第８号中「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具医療費支給認定保護者負担額免除申請書」を「小児

慢性特定疾病児童等日常生活用具費用負担者負担額免除申請書」に改める。 

 別記様式第９号中「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具医療費支給認定保護者負担額免除決定通知書」を「

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具費用負担者負担額免除決定通知書」に改める。 

 別記様式第１０号中「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具に係る医療費支給認定保護者の負担額を免除しな

いことの決定に関する通知書」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具に係る費用負担者の負担額を免除しな

いことの決定に関する通知書」に、「医療費支給認定保護者負担額」を「費用負担者の負担額」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第２５２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年６月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

和佐関戸南自

治会 

代表者の氏

名及び住所 

田村明史 

和歌山市禰宜９３６ 

森下俊男 

和歌山市和佐関戸１１４ 

令和４年３

月３１日 

宮前第１１区

自治会 

代表者の氏

名及び住所 

中谷義雄 

和歌山市中島３４１－１ 

中島政明 

和歌山市中島２５６ 

令和４年４

月１日 

山口西自治会 代表者の氏

名及び住所 

廣井信次 

和歌山市山口西５２４ 

飯田欣哉 

和歌山市山口西３５７ 

令和４年４

月１０日 

（令和４年６月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年６月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

東加納第

一自治会 

代表者の氏名

及び住所 

野口武寛 

和歌山市加納３８０－７ 

日根武人 

和歌山市加納３６０－１２ 

平成２８年

４月１日 

代表者の氏名 日根武人 嵜山幸男 令和４年４ 

を 

」 
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  及び住所 和歌山市加納３６０－１２ 和歌山市加納３５７－２８ 月１日 

（令和４年６月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条 

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和４年６月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和３年度 

令和４年度 

第１０期 

随時第１期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和４年６月３０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和４年６月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５５号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年６月

２１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年６月２１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓   

整理番号 路線名 区域変更の区間 
旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１１－４９ 宮４９号線 

和歌山市有家８９番４地先 

～ 

和歌山市有家８７番１地先 

旧 ４８．２ 

１．３０ 

～  

２．３０ 

新 ４８．２ 

４．１０ 

～  

６．００ 

（令和４年６月２１日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５６号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和４年６月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和４年７月１１日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和４年６月２３日掲示済）  
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和歌山市告示第２５７号 

令和４年６月２７日市議会定例会において議決された令和４年度補正予算の要領を、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別添のとおり公表する。 

    令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年６月３日及び同月１１日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和４年６月７日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放
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 置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、紀和駅前公

園、本町公園及び中団地第２児童遊園 

令和４年６月１日、同月６日、同月８日、同月９日、

同月１０日及び同月１３日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第２６０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和４年６月２９日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 
移動し、保管した旨を告示し

た年月日 
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ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車

等放置禁止区域 

令和４年２月１９日、及び同月２８日 令和４年３月８日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等

放置禁止区域 

令和４年２月２２日 令和４年３月８日 

和歌山市内一円市道上、無料駐

輪場、美園公園及び長町公園 

令和４年２月１７日、同月２１日、同

月２２日、同月２４日及び同月２５日 

令和４年３月８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和４年６月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市朝日字城ノ前１２１７番１ 和歌山市松島３４５番地５ パインテイルＡ棟２０１号 

中村真也 

（令和４年６月２０日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和４年６月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和４年６月１６日 

和建指第２７０２号 

和歌山市西庄字

駒ケ崎４３９番

１、４３９番１

０の一部 

和歌山市西浜１６６０番地３３ 

株式会社シーグラン 

代表取締役 小山雅弘 

６．００ｍ×６０．０２ｍ 

６０．０２ｍ 

（令和４年６月２０日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和４年６月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市和佐中字夏目１１６番、１１７番、字

下神戸１７０番７、禰宜字樫木１１１１番、里

道、水路 

和歌山市岩橋９７４番地１ 

株式会社大西商会 

代表取締役 大西一弘 

（令和４年６月２０日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 
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 令和４年６月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和４年６月２３日 

和建指第２７０１号 

和歌山市松島字高木

２８７番１の一部、

２８７番３の一部 

和歌山市和田３１０番地４ 

株式会社イエステージ 

代表取締役 和田靜佳 

６．２０ｍ×７９．７５ｍ 

７９．７５ｍ 

（令和４年６月２７日掲示済）  

 

和歌山市つつじが丘総合公園（以下「総合公園」という。）の指定管理者の公募について、和歌山市公の施設

に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成２４年規則第７号）第２条第１項の規定に基づき

公告する。 

令和４年６月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 管理施設 

総合公園（和歌山市つつじが丘４丁目１番地、４番地、５番地） 

２ 業務内容 

（１）総合公園の設計に関する業務 

（２）総合公園の建設に関する業務 

（３）総合公園の工事監理に関する業務 

（４）総合公園の維持管理に関する業務 

（５）総合公園の運営に関する業務 

３ 事業期間 

令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの８年間 

４ 申請方法 

（１）募集要項の配布期間、場所及び方法 

   期間 令和４年６月２８日（火）から同年７月２１日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の

午前９時から午後５時まで 

   場所及び方法 和歌山市役所１０階 スポーツ振興課において配布 

   上記期間中、和歌山市のホームページからもダウンロード可能 

（２）申請書の受付期間、場所及び方法 

期間 令和４年７月２８日（木）から同年１０月３１日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

の午前９時から午後５時まで 

場所及び方法 和歌山市役所１０階 スポーツ振興課に直接持参することとし、郵送等は認めない。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第１６号 

 令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における各投票区の投票所を、次のように定める。 

  令和４年６月１７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 投票所数 １０２箇所 

２ 設置場所 別紙のとおり 
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 （別紙省略） 

 （令和４年６月１７日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第１７号 

 令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における第６５投票区及び第９３投票区の閉鎖時刻を次の

ように繰り上げる。 

  令和４年６月１７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 投票所名 第６５投票区 加太地区会館大川分館 

       第９３投票区 滝畑地区公民館 

２ 閉鎖時刻 午後６時００分 

（令和４年６月１７日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第１８号 

 令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務代理者を次のように選任

する。 

令和４年６月１７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

開票区 
開票管理者 同職務代理者 

住所 氏名 住所 氏名 

和歌山市 和歌山市 大西勉己 和歌山市 寺井冨士 

（令和４年６月１７日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第１９号 

 令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における投票所の投票管理者及びその職務代理者を次のよ

うに選任する。 

  令和４年６月１７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

（別紙省略） 

                                   （令和４年６月１７日掲示済）  

  

和歌山市選挙管理委員会告示第２０号 

 令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者を、

次のように選任する。 

  令和４年６月１７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

（別紙省略） 

 （令和４年６月１７日掲示済）  

  

和歌山市選挙管理委員会告示第２１号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年６月１７日 
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 和歌山市選挙管理委員会 

委員長 大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年６月２１日（火）午前９時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿に登録するについて 

（２）直接請求に必要な選挙人の数について 

（３）選挙人名簿から抹消するについて 

                                   （令和４年６月１７日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和４年６月２１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ６，１４６人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 １０２，４３０人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 ５１，２１５人 

（令和４年６月２１日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２３号 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における各投票所内における候補者の氏名等の掲示の掲載順序

を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定める。 

  令和４年６月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 選挙管理委員会事務局 会議室 

２ 日時 令和４年６月２２日（水）午後５時３０分 

（令和４年６月２２日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２４号 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における和歌山市開票区の開票の場所及び日時を次のように定

める。 

令和４年６月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 開票の場所 和歌山市梅原５７９番地の１ ノーリツアリーナ和歌山 

２ 開票の日時 令和４年７月１０日（日）午後９時３０分 

                                   （令和４年６月２２日掲示済）  
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 和歌山市選挙管理委員会告示第２５号 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１

０人を超えるとき、又は同一の政党その他の政治団体に属する者が３人以上のときの開票立会人となるべき者を

定める「くじ」を行う場所及び日時を次のように定める。 

 令和４年６月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 選挙管理委員会事務局 会議室 

２ 日時 令和４年７月７日（木）午後５時３０分 

（令和４年６月２２日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２６号 

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における、期日前投票所及び期日前投票所を設ける期間を、

次のとおり定める。 

令和４年６月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西  勉 己    

１ 期日前投票所 和歌山市西汀丁３６番地 

         和歌山商工会議所１階市選挙管理委員会事務局 

         和歌山市市小路１９２番地３ 

         和歌山市河北コミュニティセンター１階 

         和歌山市寺内６６５番地 

         和歌山市東部コミュニティセンター１階  

        和歌山市紀三井寺８５６番地 

和歌山市南コミュニティセンター３階 

         和歌山市直川３２６番地７ 

         和歌山市さんさんセンター紀の川１階 

         和歌山市布施屋４１番地 

         和歌山市河南コミュニティセンター１階 

         和歌山市中字楠谷５７３番地 

         イオンモール和歌山３階イオンスタイル前 

         和歌山市小雑賀８０５番地１ 

         オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 

２ 期日前投票所を設ける期間 

  令和４年６月２３日（木）から同年７月９日（土）まで 午前８時３０分から午後８時まで 

（令和４年６月２２日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２７号 

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙の期日前投票所である和歌山市河北コミュニティセンター

１階、和歌山市東部コミュニティセンター１階、和歌山市南コミュニティセンター３階、和歌山市さんさんセン

ター紀の川１階、和歌山市河南コミュニティセンター１階、イオンモール和歌山３階イオンスタイル前及びオー

クワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横において、次のとおり開始時刻の繰り下げをする。 

令和４年６月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

開始時刻 
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 （１）和歌山市河北コミュニティセンター１階 午前９時 

（２）和歌山市東部コミュニティセンター１階 午前９時 

（３）和歌山市南コミュニティセンター３階 午前９時 

（４）和歌山市さんさんセンター紀の川１階 午前９時 

（５）和歌山市河南コミュニティセンター１階 午前９時 

（６）イオンモール和歌山３階イオンスタイル前 午前１０時 

（７）オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 午前１０時 

（令和４年６月２２日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２８号 

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における在外選挙人の期日前投票所を、次のとおり定める。 

令和４年６月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

 期日前投票所 和歌山市西汀丁３６番地 

        和歌山商工会議所１階市選挙管理委員会事務局  

        和歌山市市小路１９２番地３ 

        和歌山市河北コミュニティセンター１階 

        和歌山市寺内６６５番地 

        和歌山市東部コミュニティセンター１階 

        和歌山市紀三井寺８５６番地 

和歌山市南コミュニティセンター３階 

        和歌山市直川３２６番地７ 

        和歌山市さんさんセンター紀の川１階 

        和歌山市布施屋４１番地 

        和歌山市河南コミュニティセンター１階 

        和歌山市中字楠谷５７３番地 

        イオンモール和歌山３階イオンスタイル前 

和歌山市小雑賀８０５番地１ 

        オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 

（令和４年６月２２日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２９号 

和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程（平成６年選挙管理委

員会告示第８１号）の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和４年６月２８日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の一部を改 

正する規程 

 和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程（平成６年選挙管理委

員会告示第８１号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式第１３号（その１）中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改める。 

別記様式第１４号中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

別記様式第１５号中「２７円５０銭」を「２８円３５銭」に、「５７３，０３０円」を「５８６，９０５円」

に改める。 
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 別記様式第１６号別紙（その２）中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改める。 

別記様式第１７号別紙中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

別記様式第１８号別紙中「２７円５０銭」を「２８円３５銭」に、「５７３，０３０円」を「５８６，９０５

円」に改める。 

   附 則 

１ この規程は、令和４年６月２８日から施行する。 

２ この規程による改正後の和歌山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行

規程の規定は、この規定の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期

日を告示された選挙については、なお従前の例による。 

（令和４年６月２８日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第２３号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により営業所の所在地の変更の

届出があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和４年６月１７日 

                           和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

指定番号 第３４０号 

変更年月日 令和４年５月２７日 

 

 変更前 変更後 

指定工事店名 オーヤシマ株式会社和歌山営業所 

営業所所在地 和歌山市三葛１１３４番地８ 和歌山市中島１８６－３ 

代表者氏名 代表取締役 湊 明子 

（令和４年６月１７日掲示済）  


